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京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例施行規則 

現行 改正後 

（制定 平成１６年９月３０日規則第４５号） 

（最終改正 令和７年３月２７日規則第５６号） 

（制定 平成１６年９月３０日規則第４５号） 

（最終改正 令和７年４月１日規則第８号） 

（略） （略） 

（旅客施設に係る改良） 

第２条 条例第２条第２項第２号ウに規定する別に定める改良は、次に掲げ

るものとする。 

(1) （略）  

(2) 前号に掲げるもののほか、通路、階段、傾斜路、便所、乗車券等販売

所、待合所、案内所、改札口、プラットホームその他の乗降場又は移動等

円滑化された経路（移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構

造及び設備に関する基準（平成18年国土交通省令第111号。以下「公共交

通移動等円滑化基準」という。）第４条第１項に規定する移動等円滑化さ

れた経路をいう。以下同じ。）を構成する施設の新設（条例第２条第２項

第１号エに掲げる施設の建設に係るものを除く。）、増設又は移設 

（旅客施設に係る改良） 

第２条 条例第２条第２項第２号ウに規定する別に定める改良は、次に掲げ

るものとする。 

(1) （略）  

(2) 前号に掲げるもののほか、通路、階段、傾斜路、便所、乗車券等販売

所、待合所、案内所、改札口、プラットホームその他の乗降場又は移動等

円滑化された経路（移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構

造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関す

る基準を定める省令（平成18年国土交通省令第111号。以下「公共交通移

動等円滑化基準省令」という。）第４条第１項に規定する移動等円滑化さ

れた経路をいう。以下同じ。）を構成する施設の新設（条例第２条第２項

第１号エに掲げる施設の建設に係るものを除く。）、増設又は移設 

（略） （略） 

（協議を要しない軽微な変更） 

第５条 条例第７条第１項後段に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲

げるものとする。 

(1) 条例第１３条第１項の適用を受ける対象建築物等にあっては、条例別

表１の左欄に掲げる区分に変更がない対象建築物等の建築等の計画（以下

この号において「計画」という。）の変更であって、かつ、次のいずれか

（協議を要しない軽微な変更） 

第５条 条例第７条第１項後段に規定する別に定める軽微な変更は、次に掲

げるものとする。 

(1) 条例第１３条第１項の適用を受ける対象建築物等にあっては、条例別

表１の左欄に掲げる区分に変更がない対象建築物等の建築等の計画（以下

この号において「計画」という。）の変更であって、かつ、次のいずれか
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に該当するもの 

ア 対象施設（変更後の計画において対象施設となるものを含む。以下こ

の号において同じ。）に係る計画の変更であって、高齢者、障害者等が安

全かつ円滑に利用するための機能を充実又は強化させるもの 

イ、ウ （略） 

(2) （略） 

に該当するもの 

ア 対象施設（変更後の計画において対象施設となるものを含む。以下こ

の号において同じ。）に係る計画の変更であって、高齢者、障害者等（法

第２条第１号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。）が安全か

つ円滑に利用するための機能を充実又は強化させるもの 

イ、ウ （略） 

(2) （略） 

（略） （略） 

（完了検査又は部分検査の申請） 

第７条 条例第１０条第１項又は第１１条第１項の規定による検査の申請

は、次に掲げる事項を記載した申請書により行うものとする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 工事の完了の予定年月日 

(6) 、(7) （略）  

（完了検査又は部分検査の申請） 

第７条 条例第１０条第１項又は第１１条第１項の規定による検査の申請

は、次に掲げる事項を記載した申請書により行うものとする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 工事が完了した年月日 

(6) 、(7) （略） 

（略） （略） 

（新設） 

（車椅子使用者が駐車場を利用するうえで支障がないとき） 

第１１条 条例別表２ ８の項第３号に規定する別に定めるときは、次に掲

げるときとする。 

（1） 不特定多数利用機械式駐車場（不特定多数利用駐車場（不特定かつ多

数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場をいう。

以下同じ。）のうち、機械式駐車場であるものをいう。以下同じ。）を設

ける場合であって、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗

降することが可能な場所が１以上設けられているとき。 

（2） 不特定多数利用機械式駐車場及び当該不特定多数利用機械式駐車場以

外の不特定多数利用駐車場を設ける場合であって、次に掲げる基準のい

ずれにも適合するとき。 

 ア 当該不特定多数利用機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が

円滑に自動車に乗降することが可能な場所が１以上設けられているこ

と。 
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 イ 当該不特定多数利用機械式駐車場（アに掲げる基準に適合するもの

に限る。）に設ける駐車施設の数（当該不特定多数利用機械式駐車場

を２以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用機械式駐車場に

設ける駐車施設の総数）及び当該不特定多数利用駐車場に設ける車椅

子使用者用駐車施設（条例別表２ ８の項第４号に掲げる基準に適合

するものに限る。以下同じ。）の数（当該不特定多数利用駐車場を２

以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用駐車場に設ける車椅

子使用者用駐車施設の総数）の合計数が、条例別表２ ８の項第２号

ア及びイに掲げる区分に応じ、それぞれ同号ア及びイに掲げる数以上

であること。 

（3） 対象建築物等の増築若しくは改築、大規模の修繕又は大規模の模様替

え（用途の変更をして対象建築物等のいずれかにすることを含む。以下

「増築等」という。）をする場合であって、次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ次に掲げる数以上の車椅子使用者用駐車施設を不特定多数利用駐

車場に設けるとき。 

 ア 当該増築等にかかる部分に不特定多数利用駐車場を設ける場合 次

に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる数 

(ア) 当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数（当該不特定多

数利用駐車場を２以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用駐

車場に設ける駐車施設の総数。以下同じ。）が２００以下の場合 当

該駐車施設の数に１００分の２を乗じて得た数（その数に１未満の端

数があるときは、これを切り上げた数） 

(イ) 当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数が２００を超え

る場合 当該駐車施設の数に１００分の１を乗じて得た数（その数に

１未満の端数があるときは、これを切り上げた数）に２を加えた数 

イ 当該増築等に係る部分に不特定多数利用駐車場を設けない場合 １ 

（略） （略） 

（エレベーターその他の昇降機の設置を要しない場合） 

第１１条 （略） 

（エレベーターその他の昇降機の設置を要しない場合） 

第１２条 （略） 

（制限の緩和の認定の申請） 

第１２条 条例第１４条又は第３６条の規定による認定を受けようとする者

は、次に掲げる事項を記載した申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第

２に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しな

（制限の緩和の認定の申請） 

第１３条 条例第１４条又は第３６条の規定による認定を受けようとする者

は、次に掲げる事項を記載した申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第

２に掲げる図書その他市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しな
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ければならない。 

（1） 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者名並び

に主たる事務所の所在地） 

（2） 申請に係る対象建築物等又は特別特定建築物の敷地の地名地番 

ければならない。 

（1） 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者名並び

に主たる事務所の所在地） 

（2） 申請に係る対象建築物等又は特別特定建築物（法第２条第１９号

に規定する特別特定建築物（条例第２２条各号に掲げる特定建築物を含

む。）をいう。以下同じ。）の敷地の地名地番 

（身分証明書） 

第１３条 条例第２０条第２項に規定する身分を示す証明書は、第３号様式

によるものとする。 

２ （略） 

（身分証明書） 

第１４条 条例第２１条第２項に規定する身分を示す証明書は、第３号様式

によるものとする。 

２ （略）  

（点状ブロック等の敷設を要する階段の踊り場の部分） 

第１４条 条例第２４条第２号に規定する別に定めるものは、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。（以下略） 

（点状ブロック等の敷設を要する階段の踊り場の部分） 

第１５条 条例第２５条第２号に規定する別に定めるものは、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。（以下略） 

（客室内において戸の前後に高低差を設けることができる部分） 

第１５条 条例第２７条第１項第２号ウ（イ）及び別表２ ６の項第２号ウ

（イ）に規定する別に定める部分は、便房が浴室等と同じ区画に設けられ

る場合において、床面からの水の流出を防止するために設ける段差の部分

であって、高齢者、障害者等の通行に支障がないものとする。 

２ 条例第２７条第１項第３号エ（イ）及び別表２ ６の項第３号エ（イ）に

規定する別に定める部分は、床面からの水の流出を防止するために設ける

段差の部分であって、高齢者、障害者等の通行に支障がないものとする。 

（客室内において戸の前後に高低差を設けることができる部分） 

第１６条 条例第２８条第１項第２号ウ（イ）及び別表２ ６の項第２号ウ

（イ）に規定する別に定める部分は、便房が浴室等と同じ区画に設けられ

る場合において、床面からの水の流出を防止するために設ける段差の部分

であって、高齢者、障害者等の通行に支障がないものとする。 

２ 条例第２８条第１項第３号エ（イ）及び別表２ ６の項第３号エ（イ）に

規定する別に定める部分は、床面からの水の流出を防止するために設ける

段差の部分であって、高齢者、障害者等の通行に支障がないものとする。 

（客室内の経路の幅を８０センチメートル以上とする部分） 

第１６条 条例第２７条第１項第４号ア及び別表２ ６の項第４号アに規定

する別に定める部分は、車椅子の方向を変更するために必要な空間であっ

て、経路の中心線の交点から当該中心線に沿ってそれぞれ５０センチメー

トルの位置にある点を通る当該中心線の垂線及び壁で囲まれた部分以外の

部分とする。 

（客室内の経路の幅を８０センチメートル以上とする部分） 

第１７条 条例第２８条第１項第４号ア及び別表２ ６の項第４号アに規定

する別に定める部分は、車椅子の方向を変更するために必要な空間であっ

て、経路の中心線の交点から当該中心線に沿ってそれぞれ５０センチメー

トルの位置にある点を通る当該中心線の垂線及び壁で囲まれた部分以外の

部分とする。 

（点状ブロック等の敷設を要しない敷地内の通路の部分） 

第１７条 条例第３０条後段及び別表２ １０の項第１号イ（イ）に規定する

別に定める部分は、次の各号のいずれかに該当する部分とする。 

(1) こう配が２０分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接する部分 

(2) 高さが１６センチメートル以下で、かつ、こう配が１２分の１を超え

ない傾斜がある部分の上端に近接する部分 

（点状ブロック等の敷設を要しない敷地内の通路の部分） 

第１８条 条例第３０条後段及び別表２ １０の項第１号イ（イ）に規定する

別に定める部分は、次の各号のいずれかに該当する部分とする。 

(1) 勾配が２０分の１を超えない傾斜がある部分の上端に近接する部分 

(2) 高さが１６センチメートル以下で、かつ、勾配が１２分の１を超えな

い傾斜がある部分の上端に近接する部分 
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略 略 

（公表対象建築物等） 

第１８条 

（公表対象建築物等） 

第１９条 

（特定バリアフリー情報） 

第１９条 

（特定バリアフリー情報） 

第２０条 

（特定バリアフリー情報の公表の方法） 

第２０条 

（特定バリアフリー情報の公表の方法） 

第２１条 

（特定バリアフリー情報の公表に係る届出） 

第２１条 

（特定バリアフリー情報の公表に係る届出） 

第２２条 

（バリアフリーに関する情報の公表に係る届出） 

第２２条 

（バリアフリーに関する情報の公表に係る届出） 

第２３条 

（届出の概要の公表） 

第２３条 

（届出の概要の公表） 

第２４条 

（新設） 

附 則（令和７年４月１日規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年６月１日から施行する。ただし、第２条及び第７

条の改正規定、別表第２ ２配置図の項の改正規定（「公共交通移動等円

滑化基準」を「公共交通移動等円滑化基準省令」に改める部分に限る。）

並びに別表第３ １ ３２の項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する

条例施行規則別表第３ １及び２の規定は、この規則の施行の日以後に着

手する対象建築物等（京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例

第２条第２項第１号に規定する対象建築物等をいう。以下同じ。）の建築

等（同項第２号に規定する建築等をいう。以下同じ。）について適用し、

同日前に着手した対象建築物等の建築等については、なお従前の例による。 

 

別表第２（第４条及び第１２条関係） 

 １ 条例第２条第２項第１号エに掲げる施設以外の対象建築物等 

図書 明示すべき事項 

付近見取図 （略） 

別表第２（第４条及び第１３条関係） 

 １ 条例第２条第２項第１号エに掲げる施設以外の対象建築物等 

図書 明示すべき事項 

付近見取図 （略） 
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配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地が接する道

等の位置、対象建築物等及びその出入口の位置、令第 18条

第 2項第 6号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレ

ベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び

幅（当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊り場を有する

場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）、敷地内

の通路に設けられる手すり並びに点状ブロック等及び線状

ブロック等の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車

場の位置、車椅子使用者用駐車施設の位置及び幅、案内設

備の位置並びにその他バリアフリーの促進のために設ける

設備の位置 

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、対象建築物

等の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設け

られる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設

けられる点状ブロック等及び線状ブロック等の位置、階段

の位置、幅及び形状（当該階段が踊り場を有する場合にあ

っては、踊り場の位置及び幅を含む。）、階段に設けられ

る手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅

（当該傾斜路が踊り場を有する場合にあっては、踊り場の

位置及び幅を含む。）傾斜路に設けられる手すり及び点状

ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、

車椅子使用者用便房がある便所、令第 14条第 1項第 2号に

規定する便房のある便所、条例別表 2 4の項第 8号に規定

する便房のある便所、腰掛け便座及び手すりの設けられた

便房（車椅子使用者用便房及び同号に規定する便房を除

く。）がある便所、床置き式の小便器その他これに類する

小便器がある便所並びにこれら以外の便所の位置、条例第

26条第 2項又は別表 2 5の項第 2号の規定に適合する浴室

等の位置、車椅子使用者用客室（高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行令第 15条第 1項に規定

する車椅子使用者用客室をいう。以下同じ。）及び車椅子

使用者用客室以外の客室の位置、駐車場の位置、車椅子使 

用者用駐車施設の位置及び幅、案内設備、避難設備等、公

衆電話等、客席、受付又は呼出しのためのカウンター、現

金自動預払機等及びベビーベッド等の位置並びにその他バ

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地が接する道

等の位置、対象建築物等及びその出入口の位置、令第 19条

第 2項第 6号に規定する国土交通大臣が定める構造のエレ

ベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び

幅（当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊り場を有する

場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。）、敷地内

の通路に設けられる手すり並びに点状ブロック等及び線状

ブロック等の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車

場に設ける駐車施設の数及び位置、車椅子使用者用駐車施

設の数、位置及び幅、案内設備の位置並びにその他バリア

フリーの促進のために設ける設備の位置 

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、対象建築物

等の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設け

られる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設

けられる点状ブロック等及び線状ブロック等の位置、階段

の位置、幅及び形状（当該階段が踊り場を有する場合にあ

っては、踊り場の位置及び幅を含む。）、階段に設けられ

る手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅

（当該傾斜路が踊り場を有する場合にあっては、踊り場の

位置及び幅を含む。）傾斜路に設けられる手すり及び点状

ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、

車椅子使用者用便房がある便所、令第 14条第 3項に規定す

る便房のある便所、条例別表 2 4の項第 8号に規定する便

房のある便所、腰掛け便座及び手すりの設けられた便房

（車椅子使用者用便房及び同号に規定する便房を除く。）

がある便所、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の

高さが 35センチメートル以下のものに限る。）その他これ

らに類する小便器がある便所並びにこれら以外の便所の位

置、条例第 27条第 2項又は別表 2 5の項第 2号の規定に適

合する浴室等の位置、車椅子使用者用客室（令第 16条第 1

項に規定する車椅子使用者用客室をいう。以下同じ。）及

び車椅子使用者用客室以外の客室の位置、駐車場に設ける

駐車施設の数及び位置、車椅子使用者用駐車施設の数、位

置及び幅、案内設備、避難設備等、公衆電話等、客席、受

付又は呼出しのためのカウンター、現金自動預払機等及び
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リアフリーの促進のために設ける設備の位置 

 

断面図 （略） 

構造詳細図 エレベー

タ―その

他の昇降

機 

（略） 

便所 縮尺、車椅子使用者用便房のある便所及び条例

別表 2 4の項第 8号に規定する便房のある便所

の構造並びに車椅子使用者用便房、令第 14条

第 1項第 2号に規定する便房、条例別表 2 4の

項第 8号に規定する便房並びに腰掛け便座及び

手すりを設けた便房（車椅子使用者用便房及び

同号に規定する便房を除く。）の構造 

浴室等 縮尺及び条例第 26条第 2項又は別表 2 5の項

第 2号に規定する浴室等の構造 

ホテル又

は旅館の

客室 

（略） 

 

２ 条例第２条第２項第１号エに掲げる施設 

図書 明示すべき事項 

付近見取図 （略） 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地が接する道

等の位置並びに旅客施設（高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律第 2条第 5号に規定する旅客施設

をいう。以下同じ。）及び公共用通路（公共交通移動等円

滑化基準第 4条第 1項に規定する公共用通路をいう。以下

同じ。）の出入口、通路、階段及び傾斜路の位置及び幅 

各階平面図 （略） 
 

ベビーベッド等の位置並びにその他バリアフリーの促進の

ために設ける設備の位置 

断面図 （略） 

構造詳細図 エレベー

タ―その

他の昇降

機 

（略） 

便所 縮尺、車椅子使用者用便房のある便所及び条例

別表 2 4の項第 8号に規定する便房のある便所

の構造並びに車椅子使用者用便房、令第 14条

第 3項に規定する便房、条例別表 2 4の項第 8

号に規定する便房並びに腰掛け便座及び手すり

を設けた便房（車椅子使用者用便房及び同号に

規定する便房を除く。）の構造 

浴室等 縮尺及び条例第 27条第 2項又は別表 2 5の項

第 2号に規定する浴室等の構造 

ホテル又

は旅館の

客室 

（略） 

 駐車場 不特定多数利用機械式駐車場の出入口の部分に

設けられる車椅子使用者が円滑に自動車に乗降

することが可能な場所の構造 

 

２ 条例第２条第２項第１号エに掲げる施設 

図書 明示すべき事項 

付近見取図 （略） 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地が接する道

等の位置並びに旅客施設（法第 2条第 5号に規定する旅客

施設をいう。以下同じ。）及び公共用通路（公共交通移動

等円滑化基準省令第 4条第 1項に規定する公共用通路をい

う。以下同じ。）の出入口、通路、階段及び傾斜路の位置

及び幅 

各階平面図 （略） 
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別表第３（第１０条関係） 

 １ 

区分 基準 

略 

4 劇場、観覧

場、映画館

又は演芸場 

略 略 

略 略 

用途面積が

1,000平方

メートル以

上のもの 

(1) 建築をする場合にあっては、2の表 1

の項から 3の項まで、4の項（第 3号

を除く。）、7の項、8の項（第 1号

イ、第 2号ア及び第 3号アを除

く。）、9の項から 11の項まで、12の

項（第 1号を除く。）、13の項及び 15

の項（第 1号を除く。）に掲げる基準 

 

(2)  大規模の修繕又は大規模の模様替

えをする場合にあっては、2の表 1の

項から 4の項まで、7の項、8の項（第

1号イ、第 2号ア及び第 3号アを除

く。）、9の項から 13の項まで及び 15

の項に掲げる基準 

 

5 集会場又は

公会堂 

略 略 

略 略 

用途面積が

1,000平方

メートル以

上のもの 

(1) 建築をする場合にあっては、2の表 1

の項から 3の項まで、4の項（第 3号

を除く。）、7の項、8の項（第 1号

イ、第 2号ア及び第 3号アを除

く。）、9の項から 11の項まで、12の

項（第 1号を除く。）、13の項及び 15

の項（第 1号を除く。）に掲げる基準 

別表第３（第１０条関係） 

 １ 

区分 基準 

略 

4 劇場、観覧

場、映画館

又は演芸場 

略 略 

略 略 

用途面積が

1,000平方

メートル以

上のもの 

(1) 建築をする場合にあっては、2の表 1

の項から 3の項まで、4の項（第 3号

を除く。）、7の項、8の項（第 1号

イ、第 2号ア及び第 3号アを除

く。）、9の項から 11の項まで、12の

項（第 1号及び第 2号アを除く。）、

13の項及び 15の項（第 1号を除

く。）に掲げる基準 

(2)  大規模の修繕又は大規模の模様替

えをする場合にあっては、2の表 1の

項から 4の項まで、7の項、8の項（第

1号イ、第 2号ア及び第 3号アを除

く。）、9の項から 11の項まで、12の

項（第 1号及び第 2号アを除く。）、

13の項及び 15の項に掲げる基準 

5 集会場又は

公会堂 

略 略 

略 略 

用途面積が

1,000平方

メートル以

上のもの 

(1) 建築をする場合にあっては、2の表 1

の項から 3の項まで、4の項（第 3号

を除く。）、7の項、8の項（第 1号

イ、第 2号ア及び第 3号アを除

く。）、9の項から 11の項まで、12の

項（第 1号及び第 2号アを除く。）、

13の項及び 15の項（第 1号を除
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(2)  大規模の修繕又は大規模の模様替

えをする場合にあっては、2の表 1の

項から 4の項まで、7の項、8の項（第

1号イ、第 2号ア及び第 3号アを除

く。）、9の項から 13の項まで及び 15

の項に掲げる基準 

 

略 

１５ 老 人 ホ ー

ム、身体障

害者福祉ホ

ームその他

これらに類

す る も の

（主として

高齢者，障

害者等が利

用するもの

に限る。） 

略 略 

略 略 

略 略 

１６ 老 人 ホ ー

ム、保育所、

身体障害者

福祉ホーム

その他これ

らに類する

もの（15の

項に掲げる

も の を 除

略 略 

略 略 

く。）に掲げる基準 

(2)  大規模の修繕又は大規模の模様替

えをする場合にあっては、2の表 1の

項から 4の項まで、7の項、8の項（第

1号イ、第 2号ア及び第 3号アを除

く。）、9の項から 11の項まで、12の

項（第 1号及び第 2号アを除く。）、

13の項及び 15の項に掲げる基準 

略 

１５ 老 人 ホ ー

ム、福祉ホ

ームその他

これらに類

す る も の

（主として

高齢者，障

害者等が利

用するもの

に限る。） 

 

略 略 

略 略 

略 略 

１６ 老 人 ホ ー

ム、保育所、

福祉ホーム

その他これ

らに類する

もの（15の

項に掲げる

も の を 除

く。） 

略 略 

略 略 
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く。） 

略 

２０ 体育館、水

泳場、ボー

リング場そ

の他これら

に類する運

動施設 

略 略 

用途面積が

1,000平方

メートル以

上 2,000平

方メートル

未満のもの 

2の表 1の項、2の項、4の項（第 2号か

ら第 5号までを除く。）、5の項（第 2

号に限る。）、7の項、8の項（第 5号を

除く。）、9の項（第 1号に限る。）、

10の項及び 12の項に掲げる基準 

用途面積が

2,000 平方

メートル以

上 の も の

（体育館又

は水泳場で

一般公共の

用に供され

るもの及び

ボーリング

場を除く。） 

(1) 建築をする場合にあっては、2の表 1

の項、2の項、4の項（第 3号を除く。）、

5 の項（第 2 号イ及びウに限る。）、7 の

項、8の項（第 1号イ、第 2号ア及び第 3

号アを除く。）、9の項（第 1号に限る。）、

10 の項、12の項（第 1 号を除く。）及び

15の項（第 1号を除く。）に掲げる基準 

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替え

をする場合にあっては、2 の表 1 の項、2

の項、4の項、5の項（第 2 号イ及びウに

限る。）、7の項、8の項（第 1号イ、第

2号ア及び第 3号アを除く。）、9の項（第

1 号に限る。）、10の項、12の項及び 15

の項に掲げる基準 

用途面積が

2,000 平方

メートル以

(1) 建築をする場合にあっては、2の表 1

の項、2の項、4の項（第 3号を除く。）、

5 の項（第 2 号イ及びウに限る。）、7 の

 

略 

２０ 体育館、水

泳場、ボー

リング場そ

の他これら

に類する運

動施設 

略 略 

用途面積が

1,000平方

メートル以

上 2,000平

方メートル

未満のもの 

2の表 1の項、2の項、4の項（第 2号か

ら第 5号までを除く。）、5の項（第 2

号に限る。）、7の項、8の項（第 5号を

除く。）、9の項（第 1号に限る。）及

び 10の項に掲げる基準 

用途面積が

2,000 平方

メートル以

上 の も の

（体育館又

は水泳場で

一般公共の

用に供され

るもの及び

ボーリング

場を除く。） 

(1) 建築をする場合にあっては、2の表 1

の項、2の項、4の項（第 3号を除く。）、

5の項（第 2号イ及びウに限る。）、7の

項、8の項（第 1号イ、第 2号ア及び第 3

号アを除く。）、9の項（第 1号に限る。）、

10の項及び 15の項（第 1号を除く。）に

掲げる基準 

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替え

をする場合にあっては、2 の表 1 の項、2

の項、4の項、5の項（第 2号イ及びウに

限る。）、7の項、8の項（第 1号イ、第

2号ア及び第 3号アを除く。）、9の項（第

1号に限る。）、10の項及び 15の項に掲

げる基準 

用途面積が

2,000 平方

メートル以

(1) 建築をする場合にあっては、2の表 1

の項、2の項、4の項（第 3号を除く。）、

5の項（第 2号イ及びウに限る。）、7の
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上 の も の

（体育館又

は水泳場で

一般公共の

用に供され

るもの及び

ボーリング

場に限る。） 

項、8の項（第 1号イ、第 2号ア及び第 3

号アを除く。）、9の項から 11の項まで、

12 の項（第 1号を除く。）、13 の項及び

15の項（第 1号を除く。）に掲げる基準 

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替え

をする場合にあっては、2 の表 1 の項、2

の項、4の項、5の項（第 2 号イ及びウに

限る。）、7の項、8の項（第 1号イ、第

2 号ア及び第 3号アを除く。）、9 の項か

ら 13の項まで及び 15の項に掲げる基準 

 

32 条例第 2 条第 2 項第 1 号

エに掲げる施設 

(1)  （略） 

(2)  改良（大規模な改良を除く。）をす

る場合にあっては、公共交通移動等円

滑化基準第 2章第 2節から第 5節まで

（第 17条及び第 18条を除く。）に規

定する基準及び 3の表に掲げる基準 

 

略 
 

上 の も の

（体育館又

は水泳場で

一般公共の

用に供され

るもの及び

ボーリング

場に限る。） 

項、8の項（第 1号イ、第 2号ア及び第 3

号アを除く。）、9の項から 11の項まで、

13の項及び 15の項（第 1号を除く。）に

掲げる基準 

(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替え

をする場合にあっては、2 の表 1 の項、2

の項、4の項、5の項（第 2号イ及びウに

限る。）、7の項、8の項（第 1号イ、第

2号ア及び第 3号アを除く。）、9の項か

ら 11 の項まで、13 の項及び 15 の項に掲

げる基準 

32 条例第 2 条第 2 項第 1 号

エに掲げる施設 

(1) （略） 

(2) 改良（大規模な改良を除く。）をす

る場合にあっては、公共交通移動等円滑

化基準省令第 2 章第 2 節から第 5 節ま

で（第 17条及び第 18条を除く。）に規

定する基準及び 3の表に掲げる基準 

 

略 
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２ 

施設 基準 

略 

4 便所 (6) 第1号の便所で男子用小便器があるものを設ける

場合には、当該便所を設ける階ごとに、当該便所

のうち1以上に、床置き式の小便器その他これに類

する小便器で手すりを設けたものを1以上設けるこ

と。 

略 

8 道等から利用

居室等までの

経路等を構成

する施設 

条例別表2 9の項第1号に掲げる経路のうちそれぞ

れ1以上は、次に掲げるものであること。 

 

(1) 当該経路を構成する出入口は、次に掲げるもの

であること。 

ア 幅は、85センチメートル以上とすること。 

イ 条例別表2 9の項第2号イに規定する主要な出

入口（以下「主要な出入口」という。）の幅

は、90センチメートル以上とすること。 

ウ 主要な出入口の前後に、奥行きが150センチメ

ートル以上の平たんな部分を設けること。 

エ 主要な出入口の外側には、ひさしを設けるこ

と。 

(2) 当該経路を構成する廊下等は、次に掲げるもの

であること。 

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。 

イ 廊下等の曲がり角にすみ切りを設けること。 

ウ 両側に手すりを設けること。 

(3) 当該経路を構成する傾斜路（階段に代わり、又

はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げる

２ 

施設 基準 

略 

4 便所 (6) 第1号の便所で男子用小便器があるものを設ける

場合には、当該便所を設ける階ごとに、当該便所

のうち1以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器

（受け口の高さが35センチメートル以下のものに

限る。）その他これらに類する小便器で手すりを

設けたものを1以上設けること。 

略 

8 道等から利用

居室等までの

経路等を構成

する施設 

令第19条第1項各号に掲げる経路及び条例別表2 9

の項第1号に掲げる経路のうちそれぞれ1以上は、次

に掲げるものであること。 

(1) 当該経路を構成する出入口は、次に掲げるもの

であること。 

ア 幅は、85センチメートル以上とすること。 

イ 条例別表2 9の項第2号イに規定する主要な出

入口（以下「主要な出入口」という。）の幅

は、90センチメートル以上とすること。 

ウ 主要な出入口の前後に、奥行きが150センチメ

ートル以上の平たんな部分を設けること。 

エ 主要な出入口の外側には、ひさしを設けるこ

と。 

(2) 当該経路を構成する廊下等は、次に掲げるもの

であること。 

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。 

イ 廊下等の曲がり角にすみ切りを設けること。 

ウ 両側に手すりを設けること。 

(3) 当該経路を構成する傾斜路（階段に代わり、又

はこれに併設するものに限る。）は、次に掲げる
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ものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては、150セン

チメートル以上とすること。 

イ こう配は、15分の1を超えないこと。 

ウ 長さ6メートル以内ごとに踏み幅が150センチ

メートル以上の踊り場を設けること。 

(4) 当該経路を構成するエレベーター（条例別表2 

9の項第7号に規定するものを除く。）は、次に掲

げるものであること。 

ア 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他こ

れに類するものがはめ込まれていること等によ

り、籠の外から籠内を見ることができること。 

イ 籠内の左右両側に制御装置を設けること。 

(5) 用途面積が10,000平方メートル以上の対象建築

物等の当該経路を構成するエレベーターその他の

昇降機は、同じ経路を構成するものを2機以上設け

ること。 

(6) 当該経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げ

るものであること。 

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。 

イ 傾斜路は、第3号イ及びウの規定によること。 

ウ 道等と接続する部分は、道等との間に段が生

じないようにすること。 

エ 通路上に排水溝を設ける場合には、車椅子の

通行に支障がない構造のふたを設けること。 

オ 歩行者用の通路と車路とを区分すること。 

略 

12 客席 (1) 客席を100席以上設ける場合には、条例別表2 11

の項第2号に定める構造の車椅子使用者が利用する

ことができる区画を2以上設けること。 

ものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては、150セン

チメートル以上とすること。 

イ 勾配は、15分の1を超えないこと。 

ウ 長さ6メートル以内ごとに踏み幅が150センチ

メートル以上の踊り場を設けること。 

(4) 当該経路を構成するエレベーター（条例別表2 

9の項第7号に規定するものを除く。）は、次に掲

げるものであること。 

ア 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他こ

れに類するものがはめ込まれていること等によ

り、籠の外から籠内を見ることができること。 

イ 籠内の左右両側に制御装置を設けること。 

(5) 用途面積が10,000平方メートル以上の対象建築

物等の当該経路を構成するエレベーターその他の

昇降機は、同じ経路を構成するものを2機以上設け

ること。 

(6) 当該経路を構成する敷地内の通路は、次に掲げ

るものであること。 

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。 

イ 傾斜路は、第3号イ及びウの規定によること。 

ウ 道等と接続する部分は、道等との間に段が生

じないようにすること。 

エ 通路上に排水溝を設ける場合には、車椅子の

通行に支障がない構造のふたを設けること。 

オ 歩行者用の通路と車路とを区分すること。 

略 

12 客席 (1) 座席を100席以上設ける場合には、条例別表2 11

の項第2号に定める構造の車椅子使用者が利用する

ことができる区画を2以上設けること。 
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(2) 車椅子使用者が利用することができる区画は、次

に掲げるものであること。 

ア 幅は、90センチメートル以上とすること。 

イ 奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

ウ 当該客席のある居室の出入口に通じる通路のうち

１以上は、幅を130センチメートル以上とすること。 

(3) 磁気ループその他の聴覚障害者用の集団補聴装

置を設けること。 

略 

備考 

１ 増築若しくは改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え（用途の変更を

して対象建築物等のいずれかにすることを含む。以下「増築等」という。）

に係る対象建築物等（条例第２条第２項第１号エに掲げるものを除く。）に

ついては、この表は、次に掲げる当該対象建築物等の部分に限り、適用す

る。 

(1) 当該増築等に係る部分 

(2) 道等から(1)の部分にある利用居室等までの１以上の経路を構成する

出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地

内の通路 

 

 

 

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する便所 

(4)  (1)の部分にある利用居室等（当該部分に利用居室等が設けられてい

ないときは、道等。(6)において同じ。）から車椅子使用者用便房（(3)の

便所に設けられるものに限る。）までの１以上の経路を構成する出入口、

廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

 

(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する駐車場 

(6) 車椅子使用者用駐車施設（(5)の駐車場に設けられるものに限る。）か

ら(1)の部分にある利用居室等までの１以上の経路を構成する出入口、廊

(2) 車椅子使用者が利用することができる区画は、次

に掲げるものであること。 

ア 幅は、90センチメートル以上とすること。 

イ 奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

（削除） 

 

(3) 磁気ループその他の聴覚障害者用の集団補聴装

置を設けること。 

略 

備考 

１ 対象建築物等（条例第２条第２項第１号エに掲げるものを除く。）の増築

等をする場合には、この表は、次に掲げる当該対象建築物等の部分（⑵、

⑷又は⑹の経路が２以上ある場合にあっては、いずれか１の経路に係る部

分）に限り、適用する。 

(1) 当該増築等に係る部分 

(2) 道等から(1)の部分にある利用居室等までの経路（当該利用居室等が

令第１５条に規定する劇場等の客席である場合にあっては車椅子使用者

用経路（令第１９条第１項第１号に規定する車椅子使用者用経路をいう。

以下同じ。）を含み、条例別表２ １１の項に規定する劇場等の客席で

ある場合にあっては条例対象車椅子使用者用経路を含む。）を構成する

出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地

内の通路 

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する便所 

(4)  (1)の部分にある利用居室等（当該部分に利用居室等が設けられてい

ないときは、道等。(6)において同じ。）から車椅子使用者用便房（(3)の

便所に設けられるものに限る。）までの経路（当該利用居室等が令第１５

条に規定する劇場等の客席である場合にあっては車椅子使用者用経路を

含み、条例別表２ １１の項に規定する劇場等の客席である場合にあっ

ては条例対象車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、

階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用

する駐車場 
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下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

 

 

 

 

 

２ １の表１の項（公立小学校等に限る。）、２の項、６の項、８の項、１２

の項から１４の項まで、１６の項、２０の項、２５の項、２９の項及び３

０の項に掲げる対象建築物等（体育館又は水泳場で一般公共の用に供され

るもの、ボーリング場及び飲食店を除く。）の建築等に係るこの表の適用に

ついては、同表中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。 

(6) 車椅子使用者用駐車施設（(5)の駐車場に設けられるものに限る。）か

ら(1)の部分にある利用居室等までの経路（当該利用居室等が令第１５条

に規定する劇場等の客席である場合にあっては車椅子使用者用経路を含

み、条例別表２ １１の項に規定する劇場等の客席である場合にあって

は条例対象車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、

階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

２ １の表１の項（公立小学校等に限る。）、２の項、６の項、８の項、１２

の項から１４の項まで、１６の項、２０の項、２５の項、２９の項及び３

０の項に掲げる対象建築物等（体育館又は水泳場で一般公共の用に供され

るもの、ボーリング場及び飲食店を除く。）の建築等に係るこの表の適用に

ついては、同表中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、

障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。 
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 ３ 

施設 基準 

略 

６ 移動等円滑化

された経路を

構成する施設 

(1) （略）  

(2) エレベーターであって、車椅子使用者の円滑な

利用に適した構造のものを設ける場合には、高齢

者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行令第18条第2項第6号に規定する国土交通大

臣が定める構造とすること。 

(3) （略） 

 

略 

（略） 

 ３ 

施設 基準 

略 

６ 移動等円滑化

された経路を

構成する施設 

(1) （略）  

(2) エレベーターであって、車椅子使用者の円滑な

利用に適した構造のものを設ける場合には、令第

19条第2項第6号に規定する国土交通大臣が定める

構造とすること。 

 

(3) （略） 

 

略 

（略） 

別表第４（第１９条関係） 

施設 基準 

１ 便所 車椅子使用者用便房、令第14条第1項第2号に規定す

る便房及び条例別表2 4の項第8号に規定する便房の

有無 

２ 浴室等 条例第26条第2項又は別表2 5の項第2号に規定する浴

室等の有無 

３ ホテル又は旅

館の客室 

車椅子使用者用客室及び条例第27条第1項又は別表2 

6の項に規定する客室の有無 

略 
 

別表第４（第２０条関係） 

施設 基準 

１ 便所 車椅子使用者用便房、令第14条第3項に規定する便房

及び条例別表2 4の項第8号に規定する便房の有無 

 

２ 浴室等 条例第27条第2項又は別表2 5の項第2号に規定する浴

室等の有無 

３ ホテル又は旅

館の客室 

車椅子使用者用客室及び条例第28条第1項又は別表2 

6の項に規定する客室の有無 

略 
 

（略） （略） 
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第３号様式(第１３条関係) 

第   号   

 

身 分 証 明 書 

 

 

所 属 

 

職 名 

 

氏 名 

 

年  月  日生   

 

上記の者は、京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例第２

０条第1項の規定により立入調査、立入検査又は質問を行う職員である

ことを証明します。 

 

年  月  日 

 

京都市長        印   
 

第３号様式(第１４条関係) 

第   号   

 

身 分 証 明 書 

 

 

 所 属 

 

 職 名 

 

 氏 名 

 

年  月  日生   

 

 上記の者は、京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例第２

１条第1項の規定により立入調査、立入検査又は質問を行う職員であるこ

とを証明します。 

 

     年  月  日 

 

京都市長        印   
 

 


